
 男性（  は社内／  は社外）

 女性（  は社内／  は社外）

取締役

　当社グループは、多数のステークホルダーより成り立って
いる企業として、業績の向上に留まらず、経営の健全性、公
正性、透明性等の確保が重要な責務であると認識しており
ます。
　グループビジョンである「THE INTAGE GROUP WAY」
を経営の拠り所としており、またその土台ともいうべきものと
して、法令や良識に従い事業を進めるという姿勢を広く社会
に宣言するものとして、「インテージグループ企業倫理憲章」
を定めております。

基本的な考え方

　更に、上記「インテージグループ企業倫理憲章」に基づき、
当社グループの役員、従業員等が日常業務を遂行するにあ
たっての基本的な考え方と行動のあり方を「インテージグ
ループ社員行動規範」として定め、役員、従業員等一人ひと
りの行動が、当社グループへの信頼を確実にしていくもの
であることを認識し、この基準を遵守し、健全な事業活動
を進めるよう努めております。また、当社の内部統制システ
ムは、「内部統制システムに関する基本方針」に基づいて運
用されております。

コーポレートガバナンスの変遷 役員構成（2024年10月現在）

2013

2014

2015

2016

2019

2020

2022

2023

2024 監査等委員である取締役

  持株会社制に移行し、商号を株式会社インテージホールディングスに変更

  監査等委員会設置会社へ移行
  取締役会の実効性評価を外部評価にて初実施
  社外役員の比率が3割超に増加

  社外取締役1名を増員
  経営経験を持つ社外取締役を2名選任
  譲渡制限付株式報酬制度の導入

  ドコモの子会社になったことに伴い取締役2名を増員
 ガバナンス委員会の設置

  取締役が13名から12名へ

  取締役を1名増員

  業績連動型株式報酬制度の更新
 女性取締役を2名に増員

  女性取締役（社外取締役）を選任

  業績連動型株式報酬制度を導入

当社グループは、株主、顧客、取引先、社員および地域社会などの多数のステークホ

ルダーにより成り立っている企業として、業績の向上に留まらず、経営の健全性・公正

性・透明性などの確保が重要な責務であることを認識したうえで、透明・公正かつ迅速・

果断な経営の意思決定を行うための実効的な仕組みの確保・充実に努め、持続的な

成長および中長期的な企業価値の向上を目指しています。

コーポレート・ガバナンス
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法令違反／コンプライアンス違反の報告

法令違反／コンプライアンス違反の通報

会計監査／財務報告に係る内部統制の監査

内部監査
推進

有事対応

株主総会

代表取締役社長

経営管理部

指名・報酬委員会
ガバナンス委員会

危機対策委員会

連携

答申

諮問

監査・監督報告

報告

指
示

指
示

経営連絡会

情報セキュリティ委員会
内部統制推進委員会

マネジメントシステム委員会

グループ経営会議

当社および
グループ会社の
事業部門・管理部門

監査等委員会

会計
監査人

顧問法律
事務所

内部監査部

取締役会

　取締役会は、取締役（監査等委員である者を除く）7名（うち
社外取締役2名）および監査等委員である取締役5名（うち
社外取締役3名）で構成され、取締役の職務権限と担当業務
を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況
の監督等を行っており、取締役会規則に基づき、定例の取締
役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催してお
ります。
　また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項
に関する報告・審議・決定の機関として、取締役（監査等委
員である者を除く）、常勤の監査等委員である取締役および
執行役員が出席するグループ経営会議を毎月1回開催する
ほか、取締役会の機能を支援し諸事項に関する報告・審議
を行い、経営効率を向上させるため、取締役（監査等委員で
ある者を除く）、常勤の監査等委員である取締役および執
行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催しております。
　更に、グループの内部統制の推進を目的とした「内部統制
推進委員会」、グループの事業に関わる危機対策を目的とし
た「危機対策委員会」、グループのマネジメントシステムの推
進を目的とした「マネジメントシステム委員会」および情報セ
キュリティの課題把握・解決を目的とした「情報セキュリティ
委員会」を設置しております。
　監査等委員会は、監査等委員である取締役5名（うち社外
取締役3名）で構成し、原則として毎月1回開催しております。
また、常勤の監査等委員である取締役が内部統制推進委員
会等の重要な会議へ出席し、監査等委員会において他の監
査等委員である取締役に報告のうえ、監査等委員会の意見
の取り纏めを行う等、経営に対する監査および監督機能の強

コーポレートガバナンス体制

化を図っております。また、取締役会のほか、重要な意思決定
の過程および業務の執行状況を把握するため、グループ経営
会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、
マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会等の重
要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関す
る重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求
めることとします。また、内部監査部門との連携体制や、内部統
制部門からの定期的な状況報告、当社グループの監査役との
連絡を密にとる等により、グループ各社の状況を把握します。
　当社の内部監査を主管しております内部監査部門は8名
で構成されており、経営理念・経営方針並びに各種規程に基
づき、組織運営、業務の遂行が公正、的確、効果的に行われて
いるかという観点で、当社および当社グループ各社に対して監
査を実施しております。監査手続につきましては、当社「内部監
査規程および実施基準」に基づき、監査計画の策定、監査の実
施、監査結果の報告、改善状況の確認を行っております。
　また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、
内部監査部門は、取締役会および監査等委員会等への監査
結果の報告に加えて、監査等委員会と双方の監査の有効性
と効率性の向上を図ることを目的とした定例の連絡会を開催
しております。当連絡会では、期初の監査の方針と計画を確
認し、期中および期末は適宜、内部監査の状況について報告
を受け意見交換する等、緊密な連携を図っております。更に、
会計監査人と相互に、監査についての意見交換や監査状況
についての情報交換を行っており、会計監査人と統制活動
の状況を一元的に図る内部統制部門との間におきましても、
緊密な連携を保っております。

INTAGE GROUP REPORT 2024 34

サステナビリティ



　取締役会は、アンケートの実施により得られた各取締役の自己評価等も参考にしつつ、取締役会全体の実効性について
分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。また、取締役会の議長は、社外取締役から、定期的に、取締役会の運営等
についての意見聴取を行います。（「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第22条）

取締役会の実効性評価（2023年度）

　両委員会は必要に応じて随時開催されており、1回当たり
の所要時間は約60分です。いずれの委員会においても委員
長は監査等委員である社外取締役が務めています。なお、当
社では2024年7月に代表取締役社長に仁司与志矢が新
たに就任しておりますが、代表取締役社長に限らず取締役
候補の将来的な選任を見据えて、右記の通り指名委員会の
実施や面談等の機会を必要に応じて設けており、委員に
よって取締役に相応しい人選を行うための活動も実施して
おります。

指名・報酬委員会

指名委員会

　独立社外取締役が中心となり議論し、社外の見識を、取締役候補者を含
む社内の人材育成に活用のうえ、取締役候補者の評価および人選を行って
います。取締役候補者の指名にあたっては、人格識見に優れ、取締役としての
善管注意義務を適切に果たすことができることに加え、過去の職務経歴や実
績および専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行うことのできる者であり、かつ当社の企業価値の向上に
資すると考えられる者を人選のうえ取締役会に対し答申しております。

報酬委員会

取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）の報酬等の額、支給時
期、配分等の具体的内容について、株主総会決議に従い、担当取締役が作成し
た支給原案に関し、「基本報酬」、「業績連動金銭報酬」および「業績連動型
株式報酬」について取締役会の委任に基づき決定し、また「譲渡制限付株式報
酬」についてそれを審議し取締役会に対し答申しております。

委員会の構成および開催実績

活動概要

委員会の構成（2024年10月現在）

　2024年は8月に当社の取締役13名（監
査等委員でない取締役8名、監査等委員で
ある取締役5名）を対象として、アンケートの
聴取、回答結果の分析等を行いました。取締
役会の実効性をより高めるための改善事項
等をより客観的に把握するため、2020年よ
り外部コンサルタントの協力を得て実施をし
ております。2024年もアンケートの作成・聴取、
回答結果の分析を行い、9月の取締役会に
おいて当該外部コンサルタントからその内容
について報告を受け、その評価結果と今後の
対応について確認しました。
　なお、2024年のアンケート項目については、
前年に引き続き、取締役会の構成・運営、戦
略議論、リスク管理、評価・報酬、株主・ステー
クホルダーとの対話といった観点に加え、前
年度課題を踏まえた取組みや状況について
も評価対象として実施しています。

2024年8月の実施概要

　評価結果によると、取締役会や指名・報酬
委員会の構成と運営が引き続き適切である
との認識のもと、取締役に対する十分な議
案説明を通じて、独立社外取締役が経営陣
に対し積極的かつ建設的な意見を提示する
等、取締役会がその意見を尊重したうえで会
社の経営課題について議論していることが引
き続き確認されました。また、親会社である日
本電信電話株式会社およびそのグループ会
社と当社グループとの取引について、当社少
数株主の利益を保護する観点から、それを監
視・監督する諮問機関として独立社外取締役
で構成するガバナンス委員会が設置され、当
該委員会の活動および取締役会への答申等
を含め、経営上重要な意思決定と業務執行
の監督を適切に行うための実効性が引き続
き確保されていると評価いたしました。

評価の結果

　企業価値向上に向け取締役会の実効性を
最大限発揮するために、前年度の評価で認識
した、i）外部環境等を踏まえた経営戦略、ii）
事業ポートフォリオの見直し、iii）経営資源（人
的資本・知的財産等）の配分、iv）サステナビリ
ティ、v）危機対応計画等の各課題については、
PDCAサイクルを含めたその後の改善取組み
は評価されていますが、更なる改善取組みの
実施および加速化の必要性を改めて認識い
たしました。
　評価結果を踏まえ、取締役会にて更なる議
論の充実化を図るために、取締役会議題にお
ける重要テーマの審議拡充や、モニタリング
機能強化のための報告事項の精査を含めた
取締役に対する情報提供の在り方について
引き続き見直しを行う等、更なる改善・工夫を
実施・検討してまいります。

今後に向けて

独立社外
取締役

社内
取締役

5名 3名

委員長 中島肇

三山裕三／鹿島静夫

今井厚弘／渡邉温子
委員

仁司与志矢

小田切俊夫

永井理

委員

開催数／検討内容（2023年度実績）

4回
開催数

以下の内容についての
決議および報告を実施

決議 6件 株主総会に提案する取締役候
補者、取締役個別報酬等

報告 2件 今後の指名・報酬委員会での検
討事項等

コーポレート・ガバナンスG
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氏名
取締役
在任
年数

スキル・専門分野

企業経営 事業戦略 財務・会計 人事・労務
人材戦略 グローバル IT / DX

ESG
ダイバー
シティ

法務・リスク
マネジメント

R&D
事業開発

取締役

仁司 与志矢 8

檜垣 歩 5

大竹口 勝 4

竹内 透 2

石橋 英城 9ヵ月

今井 厚弘 社外 2

渡邉 温子 社外 2

監査等委員
である
取締役

小田切 俊夫 2

永井 理 9ヵ月

中島 肇 社外 8

三山 裕三 社外 7

鹿島 静夫 社外 6

※「企業経営」の専門性（スキル）・経験は、社外取締役を対象としております

　当社は2023年12月にガバナンス委員会を設置いたしました。
これは、当社の親会社である日本電信電話株式会社および
そのグループ会社（以下、総称して「NTTグループ」という。）と
当社およびそのグループ会社（以下、総称して「当社グループ」

ガバナンス委員会

という。）の取引に公正性・透明性・客観性を確保し、当社グ
ループの少数株主の利益を保護するため、NTTグループとの
利益相反リスクについて適切に審議、検討することにより、コー
ポレートガバナンスの充実を図ることを目的としたものです。

　当社は、NTTグループとは相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、NTT

グループとの取引等については「NTTグループとの取引基本方針」を策定し、ガバナンス委員会に
おいて適切に審議する等、取締役会にて決議しております。また併せて、監査等委員会において、
取締役の職務執行が当該基本方針に従って適正に行われているかを監査すること等から、当
社は、NTTグループからの独立性を担保する体制並びに少数株主保護の体制がそれぞれ維持
されるものと認識しております。

　本委員会は取締役会の諮問機関としての
役割を担い、左記の通りNTTグループとの
取引に係る事項を審議・検討しております。
2023年12月の設置後の実績として、取引
基本方針の策定並びにNTTグループに対す
る商品・役務の販売等に係る案件に対しての
必要性、合理性および妥当性の審査、取引基
本方針に則った2023年度における取引実
績の検証等を行いました。また、2024年7月
1日をもって、（株）NTTドコモおよび当社の合
弁会社であった（株）ドコモ・インサイトマー
ケティングの株式の全てを取得し、同社を完
全子会社化いたしましたが、本件に係る取引
についても、諮問事項として目的の合理性、
取引の手続の適正性、条件の妥当性等を踏
まえ答申を行いました。

取締役会の諮問機関としての役割を担い、
取締役会の諮問に応じて、以下の事項について
審議、検討し、取締役会への答申を行います。

独立社外取締役より選定される委員3名以上で構成し、
委員長は独立社外取締役である
委員の中から選定します。

役員スキルセット（2024年10月現在）

　当社グループの企業経営に必要かつ備えるべきスキルと
して、ジェンダーや国際性の面も踏まえ、当社グループの事
業に関する知見をはじめとして、下記項目について他社の経
営への関与を含む経験や実績および専門的知見を有する
多様な構成となるよう取締役選任をしております。また、監

査等委員である取締役には、財務・会計に関する十分な知
見を有している者を1名以上選任することとしており、当該
条件に則ったうえで事業環境・経営戦略・適切と考えられる
人員やスキルのバランス等を考慮しております。

ガバナンス委員会の役割・権限

1  NTTグループとの取引基本方針（原案）の 
策定および改訂

2  NTTグループと当社グループとの 
重要取引の事前承認および事後検証

3  NTTグループと当社グループとの取引実績の検証 
（少なくとも毎年1回の実施を予定する）

4  前各号に定める事項に関連する開示内容の検討
5  その他、取締役会または当委員会が 
必要と判断した事項

当委員会の構成（2024年10月現在）

委員長 今井 厚弘（独立社外取締役）

渡邉 温子（独立社外取締役）

中島 肇 （独立社外取締役）

三山 裕三（独立社外取締役）

鹿島 静夫（独立社外取締役）

委員

独立性および少数株主保護についての考え 主な活動実績（設置～2024年10月現在）
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　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を
除く）の報酬については、「金銭報酬」および「株式報酬」で
構成し、これらの支給割合は、役位・職責、業績、目標達成
度等を総合的に勘案するほか、株主との価値共有や持続的
な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能する
よう、中長期的な業績と連動する報酬の割合および「金銭
報酬」と「株式報酬」との割合を適切に設定しております。また、
監査等委員でない社外取締役の報酬については、（ⅰ）a.の
「基本報酬」のみで構成いたします。

役員報酬（2023年度）

　第44回定時株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内に
おいて、以下の「金銭報酬」を支給しております。
a. 基本報酬　 

　役位、役割・責務等に応じて決定しております。
b. 業績連動金銭報酬　 

　前年度の連結営業利益を指標とした基準額に、役位に応
じた所定の係数を乗じた額と、役割実績に応じた個人別査
定額を合計して算出しております。

（ⅰ）金銭報酬

　以下の株式報酬で構成しております。
a. 業績連動型株式報酬
　第47回定時株主総会決議に基づき継続および一部改定
した株式報酬であり、株式給付規程に基づき、各事業年度
における取締役の役位および業績目標達成度に応じたポ
イントを付与し、原則として退任時に信託を通じて、累積ポ
イント数に応じた当社株式（1ポイント当たり当社普通株式
1株に換算）および当社普通株式の換価処分金相当額の金
銭を支給することとしています。
b. 譲渡制限付株式報酬
　第50回定時株主総会決議に基づく株式報酬であり、各

（ⅱ）株式報酬

事業年度における取締役の役位に応じて、譲渡制限付株式
の付与のための報酬として金銭債権を支給し、その全部に
つき現物出資財産として払込みを受け、一定期間の譲渡が
制限された当社株式を支給することとしています。なお、第
44回定時株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内として、
年額90百万円以内といたします。
　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬等
の額、支給時期、配分等の具体的内容については、株主総会
決議に従い、担当取締役が支給原案を作成し、「基本報酬」、
「業績連動金銭報酬」および「業績連動型株式報酬」について
は、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長、監査等委員
である取締役および独立社外取締役を構成員とし、かつ過
半数の構成員を独立社外取締役として別途設置する報酬に
関する委員会（以下「報酬委員会」という。）にて決定してお
ります。また、「譲渡制限付株式報酬」については報酬委員会
での審議を経て取締役会において決定いたします。監査等
委員でない社外取締役の報酬については「基本報酬」のみ
とし、その額、支給時期、配分等の具体的内容については、
株主総会決議に従い、取締役会の委任に基づき報酬委員
会において決定しております。監査等委員である取締役の報
酬については「基本報酬」のみとし、その額、支給時期、配分
等の具体的内容については、第44回定時株主総会決議に
基づく報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役
の協議により決定いたします。
　本決定方針は、2021年2月19日の取締役会で決議され
た後、譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、2022年8月19

日の取締役会において本決定方針の修正について決議され
ております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の
内容の決定にあたっては、報酬委員会が上記決定方針との
整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで決定をしてい
るため、取締役会としては、当該決定が上記決定方針に沿う
ものであると判断しております。

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）

金銭報酬 株式報酬

基本報酬 業績連動
金銭報酬

業績連動型
株式報酬

譲渡制限付
株式報酬

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

237,620 48,000 129,537 2,441 57,641 7

取締役
（監査等委員）

（社外取締役を除く）
19,200 19,200 – – – 2

社外役員 36,000 36,000 – – – 5
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